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第

二

千

百

九

号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

八
一
九
ペ
ー
ジ

告

示

○
保
安
林
の
指
定
解
除

(

揖
斐
農
林
事
務
所)

八
二
〇

公

示

○
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

(

畜

産

課)

八
二
〇

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
税

務

課)

八
二
三

正

誤

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
中
訂
正

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

八
二
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
中
訂
正

(

商
業
流
通
課)
八
二
三

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
百
五
号
様
式
中｢自

動
車
税
納
税
証
明
書
交
付
申
請
書
(継
続
検
査
用
)
｣

を｢自
動
車
税
納
税

証
明
書
交
付
申
請
書
(継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
)
｣

に
改
め
る
。

第
百
五
号
の
二
様
式
中｢自

動
車
税
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
用
)
｣

を｢自
動
車
税
納
税
証
明
書

(継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
)｣

に
改
め
、
同
様
式
注�
２
中｢継

続
検
査
｣

を｢継
続
検
査
又
は

構
造
等
変
更
検
査
｣

に
、｢に

よ
り
検
査
｣

を｢に
よ
り
自
動
車
検
査
証
の
返
付
｣

に
改
め
る
。

第
百
五
号
の
二
の
二
様
式
中｢自

動
車
税
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
用
)
｣

を｢自
動
車
税
納
税
証

明
書
(継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
)
｣

に
改
め
る
。

第
百
五
号
様
式
の
二
の
三
様
式
中｢第

105号
様
式
の
２
の
３
様
式
用
紙
縦
115ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

横
67ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

｣

を｢第

105号
の
２
の
３
様
式
用
紙
縦
115ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

横
67ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

(第
86条
関
係
)｣

に
、｢納

税
証
明
書
(継
続
検
査
用
)｣

を｢納
税
証
明
書
(継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
)
｣

に
、｢

継
続
検
査｣

を｢

継
続
検
査
・
構

造
等
変
更
検
査｣
に
改
め
る
。

第
百
五
号
の
二
の
四
様
式
中｢自

動
車
税
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
用
)
｣

を｢自
動
車
税
納
税
証
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
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公

示

明
書
(継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
)
｣

に
改
め
る
。

第
百
五
号
様
式
の
二
の
五
様
式
中｢第

105号
様
式
の
２
の
５
様
式
用
紙
縦
115ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

横
67ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

｣

を｢第

105号
の
２
の
５
様
式
用
紙
縦
115ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

横
67ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

(第
86条
関
係
)｣

に
、｢納

税
証
明
書
(継
続
検
査
用
)｣

を｢納
税
証
明
書
(継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
)
｣

に
、｢

継
続
検
査｣

を｢

継
続
検
査
・
構

造
等
変
更
検
査｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
下
岡
島
字
岡
山
一
一
の
一
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

○
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

家
畜
商
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号)

第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜
商
講
習

会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
家
畜
商
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号)

第

一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

開
催
の
期
日
及
び
場
所

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日(

火)

及
び
同
月
十
日(

水)

岐
阜
市
六
条
大
溝
四
丁
目
四
番
七
号

岐
阜
県
家
畜
商
協
同
組
合
事
務
所
二
階
研
修
指
導
室

二

講
習
科
目
及
び
時
間

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

四
時
間

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

四
時
間

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

六
時
間

三

受
講
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
申
込
書(

別
記
様
式
第
一
号)

に
写
真(

申
込
み
六
カ
月
以
内
に
撮
影
し

た
上
半
身
、
無
帽
、
正
面
向
、
無
背
景
、
縦
三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル)

を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
家
畜
商
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
農
林
省
令
第
四

号)

第
四
条
の
特
別
な
資
格
を
有
す
る
者
で
、
家
畜
商
法
施
行
令
第
一
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
講
習
時
間
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
時
間
の
特
例
措
置
適

用
申
請
書(

別
記
様
式
第
二
号)

に
、
獣
医
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
獣
医
師
法
第

七
条
第
二
項
の
獣
医
師
免
許
証
の
写
し
を
、
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て

は
家
畜
改
良
増
殖
法
第
十
八
条
の
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

四

受
講
手
数
料

三
千
七
百
円
に
相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
に
は
り
付
け
、
納
付
す
る
こ
と

(

消
印
し
な
い
こ
と
。)

。

五

受
講
申
込
書
の
提
出
先
及
び
受
付
期
間

１

提
出
先
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写
真

横
2.4cm

縦
3.6cm

岐
阜
県
収
入
証
紙

は
り
付
け
欄

(３
,
７
０
０
円
)

住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所

２

受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
一
月

五
日(

火)

か
ら

同

年
一
月
二
十
九
日(

金)

ま
で

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
各
農
林
事
務
所
農
業
振
興
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

別
記
様
式
第
１
号

平
成

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

住
所

電
話
番
号

ふ
り
が
な

氏
名

印

生
年
月
日

年
月

日

平
成
21年
度
家
畜
商
講
習
会
受
講
申
込
書

家
畜
商
法
第
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
を
受
講
し
た
い
の
で
申
し
込
み
ま
す
｡

(備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
し
､
縦
長
に
使
用
す
る
｡)
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別
記
様
式
第
２
号

(獣
医
師
用
)

講
習
時
間
の
特
例
措
置
適
用
申
請
書

平
成

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

住
所

氏
名

印

家
畜
商
法
施
行
令
第
１
条
の
４
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
講
習
時
間
の
特
例
措
置
を
受
け
た

い
の
で
､
獣
医
師
法
第
７
条
第
２
項
の
獣
医
師
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て
､
下
記
に
よ
り
申
請
す
る
｡

記

家
畜
商
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
｡

(備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
し
､
縦
長
に
使
用
す
る
｡)

別
記
様
式
第
２
号

(家
畜
人
工
授
精
師
用
)

講
習
時
間
の
特
例
措
置
適
用
申
請
書

平
成

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

住
所

氏
名

印

家
畜
商
法
施
行
令
第
１
条
の
４
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
講
習
時
間
の
特
例
措
置
を
受
け
た

い
の
で
､
家
畜
改
良
増
殖
法
第
18条
の
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て
､
下
記
に
よ
り
申

請
す
る
｡

記

家
畜
商
法
施
行
規
則
第
４
条
第
２
号
に
該
当
す
る
た
め
｡

(備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
し
､
縦
長
に
使
用
す
る
｡)
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訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
号

総

務

部

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
三
号
様
式
そ
の
三
、
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
三
表
面
及
び
第
二
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
一
表

面
中｢納

税
証
明
書
(継
続
検
査
用
)
｣

を｢納
税
証
明
書
(継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
)
｣

に
、｢

継
続
検
査｣

を｢

継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
正

誤

(

校
正
誤
り)

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日
第
二
千
四
十
三
号

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号)

三
一
五
頁
上
段
前
か
ら
十
二
行
目
中｢

谷
汲
名
札｣

は
、｢

谷
汲
名

礼｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日
第
二
千
八
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件
六

五
六
頁
下
段
後
か
ら
一
行
目
中｢

住
友
町｣

は｢

住
吉
町｣

の
誤
り
。
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平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


